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○
経
済
産
業
省
令
四
十
三
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

甘
利

明

電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
四
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
水
力
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

イ

最
大
使
用
水
量
が
毎
秒
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
（
ダ
ム
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

ロ

特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の

附

則
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


